
平成２９年３月２４日 

東 北 地 方 整 備 局 

岩手河川国道事務所 

 

 

「第４期河川協力団体」指定証の授与式を開催 

～岩手県内の１団体が新たに指定されました～ 

 

平成２５年６月に交付された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」により、

「河川協力団体制度」が創設されました。 

岩手河川国道事務所管内では、第３期分までとして１６団体を指定しております

が、この度、第４期分として新たに１団体が指定されたことから、指定証の授与式を

下記のとおり行います。 

 

１．日時  平成２９年３月２９日（水） １１時３０分～ 

 

２．場所  岩手河川国道事務所 ２階 大会議室 

     盛岡市上田四丁目２－２ 

 

３．第４期河川協力団体 指定団体名 

    ・浮島の白鳥を守る会 

 

 

 ※「河川協力団体制度」は、自発的に河川の維持、河川環境の保全・啓発等を行う民間団体を支援

するために創設された制度です。河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけるこ

とにより、河川管理のパートナーとして地域に密着した活動をしていただくことで、地域の実情

に応じた河川管理の充実が図られるものと期待されます。 

 

 

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ〉 

 

［お問い合わせ先］ 

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 

河川占用調整課長   飯塚
いいづか

 康
やす

博
ひろ

（内線 341） 

〒020-0066  盛岡市上田四丁目２－２ 

℡019-624-3131（代表） 

℡019-624-3273（河川占用調整課 直通） 

記者発表資料 


